
R.7年10月度 安全衛生協議会
&

OSUMI NEWS

1



■ 藤田代表取締役より一言
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■  10月度 安全目標

①労働衛生管理の徹底
②高圧ガス管理の徹底
③飛来・落下災害の防止

・10月の安全衛生行事

●全国労働衛生週間(10月1日～10月7日)

●高圧ガス保安活動促進週間(10月23日～10月29日)
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■ ヒヤリハット報告
・富津の現場で3ｔブロックの玉掛け作業をしていた時、合図

をする前に重機オペが巻上操作をした為、指を挟まれそうに

なった。

【改善・対策】

当該オペは操作が上手くなく、これまでにも危険な作業があり警戒していた

ので怪我をせずに済んだ。

元請には終業時に報告をいれておいた。
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■ 安全環境部より



■ 海事・工事部より 【災害事例から学ぶ】
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・解体建物1階投下口で、廃プラ入りフレパックの重機
荷積み補助を行っている際、5階床のコンクリートガラ
が落下し、1階で作業していた被災者に当たった。
(後頭骨骨折、脳挫傷：休業30日)

・作業員はコンクリートガラが落下してくるという
認識を持ち、投入開口直下には立ち入らない。

・「投入開口直下は の完全立入禁止」の掲示をする。
・解体材のかき出しは のみで行う。

【概要】※飛来・落下によるヒヤリ

【原因】

【対策】

開口直下

作業員

・これまでコンクリートガラが落下してくることが無く
作業員は投入 で作業しても問題ないと思い
込んでいた。

・投入開口直下の開口部に立入禁止表示が無かった。

重機



■ 総務部より
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■ 新入社員紹介
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■ 周知・依頼事項
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■ 周知・依頼事項②
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■ 再周知・依頼事項➂



それでは皆様ご安全に！！！
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現場で怪我をした際は、「直ちに正確な事実を」報告して下さ
い。

時間がたってからの報告は労災認定が得られず、様々な補償が
受けられなくなる可能性があります。

また、虚偽の報告は犯罪行為となり罰則が科されます。自分の
身を守るためにも、「直ちに正確な事実を」報告しましょう。
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